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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○中野委員長 議会運営委員会を開会させていただきます。 

 本日は全員の出席でございます。 

 ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○中野委員長 それでは、議会運営委員会を再開させていただきます。 

 無所属安田議員から欠席する旨の届出があり、協議事項についての意向は事前に伺っていること

を報告させていただきます。 

 そして、本日付で、自民会議の杉山議員から無所属となる旨の会派変更届が提出された旨、議長

から報告がございました。 

 なお、無所属杉山議員は本日欠席であり、協議事項についての意向は事前に伺っているところで

あります。 

 会派変更に伴う協議につきましては、次回の議会運営委員会で行うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 そのとおり扱うこととさせていただきます。 

 それでは、協議事項の１番目、令和７年第３回臨時会の運営についてであります。（１）市長提

出議案について、それぞれの内容について、理事者のほうから説明をお願いいたします。 

○和田総務部長 令和７年第３回臨時市議会を５月１４日開会ということで、昨日、招集告示をさ

せていただきましたので、議案につきまして御説明を申し上げます。 

 今回、提出いたしました議案は、補正予算が２件、議決権の行使が１件、報告案件が１件の合わ

せて４件でございます。 

 議案第１号、令和７年度一般会計補正予算及び議案第２号、令和７年度下水道事業会計補正予算

につきましては、後ほど総合政策部長から御説明をさせていただきます。 

 議案第３号につきましては、株式会社旭川振興公社の取締役を選任するため、議決権を行使しよ

うとするものでございます。 

 報告第１号につきましては、変更契約の締結についてでございまして、旧総合庁舎解体工事の契

約金額を７億５千２３７万６６円から７億５千６８２万５千３０３円に増額することについて、４

月２５日に専決処分をさせていただいたものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○熊谷総合政策部長 議案第１号及び議案第２号の令和７年度各会計補正予算につきまして、補正

予算書に基づいて御説明申し上げます。 

 初めに、１ページを御覧ください。議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算につきまし
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ては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４千５３４万３千円を追加するものでございます。その内容

といたしましては、２ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、４款衛

生費では、予防接種費で４千３４万３千円、８款土木費では、街あかり推進費で５００万円をそれ

ぞれ追加するものでございます。これらの財源につきましては、同じく２ページ上段の歳入にお示

しいたしておりますように、２１款繰入金で４千５３４万３千円を追加するものでございます。 

 次に、３ページを御覧ください。議案第２号、令和７年度旭川市下水道事業会計補正予算につき

ましては、５ページの実施計画にお示しいたしておりますように、下水道事業収益で４千２００万

円、下水道事業費用で８千４００万円、資本的収入で１千６６３万２千円、資本的支出で１千６６

６万４千円をそれぞれ追加するものでございます。また、関係条文につきましても、併せて整備す

るものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 ただいま理事者のほうから、市長提出議案について、それぞれ説明がございました。

ここで、委員の皆様から特に発言はありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

それでは、アの項目に移りたいと思います。審議方法についてでございますが、本会議直接審議

または特別委員会付託のどちらにするか、各会派及び無所属にお伺いさせていただきたいと思いま

す。大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 他の会派の皆様の御意見に合わせたいと存じますが、当会派と

いたしましては、本議案の内容を踏まえ、本会議直接審議でよろしいのかなというふうに考えてお

ります。 

○江川委員（民主連合） ほかの皆様に合わせますけれども、本会議直接審議でいいのではないで

しょうか。 

○高花委員（公明党） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○石川厚子委員（共産） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○塩尻委員（市民連合） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 本会議直接審議でよろしいと思います。 

○中野委員長 無所属安田議員、また、杉山議員のほうからも本会議直接審議でよろしいという意

向をお伺いしているところであります。 

それでは、全会一致をもって本会議直接審議というふうに進めさせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 本会議直接審議ということで決まりましたので、後日の議会運営委員会で質疑、討

論の有無及び賛否を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、（２）議会人事についてであります。ここで、正副議長から辞職の意向があるので、

後任の正副議長人事について、議会運営委員会で協議願いたいとの申入れが本日の朝、あったとこ

ろであります。そのことについて報告をさせていただきます。 

 正副議長人事の協議につきましては、代表者会議で行うことでよろしいでしょうか。 
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（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは次に、配付している議会人事構成一覧に基づき、今回改選を要するものに

ついて確認をさせていただきたいと思います。お手元に議会人事構成一覧が配信されていると思い

ます。 

まず、１番目の項目でありますが、議会において決定を要するもので、正副議長、そして、監査

委員ということで、まず、正副議長については、ただいま報告をさせていただいたとおり辞職の意

向が示されましたので、今回、この内容について、調整をしていくことになります。監査委員につ

いては、注意書きのところにもありますように、監査委員の任期は、議会内申合せにより２年とな

っておりますので、今回、監査委員も新たに選出をしていくことになるかと思います。 

そして、２番目の項目、議長が指名するものということでございます。議会運営委員会、そして

各常任委員会、広聴広報委員会、上川教育研修センター組合議会議員の任期は注意書きのところに

ありますとおり議会内申合せにより２年となっておりますので、２番目の項目についても、それぞ

れ今回改選というふうになりますので、御承知おきいただきたいと思います。 

そして、３番目の項目です。執行機関の長が任命する委員ということで、注意書きにも記載があ

りますとおり、議会内申合せにより２年となっておりますので、今回改選となるかと思います。 

４番目、旭川市議会議員会の役員についても、任期は２年となっておりますので、それぞれ今回

の臨時会の中で調整をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 議員会役員以外の議会人事の具体的な協議は代表者会議で行い、議員会役員は、従来どおり、各

派会長会議で協議をすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、本委員会終了後、代表者会議を開催して協議をさせていただきますので、

御承知おき願いたいと思います。 

それでは、議会人事の関係は以上となります。 

 （３）会期と日程についてであります。ただいまお諮りをさせていただきましたとおり、本会議

直接審議と決定をさせていただきましたので、正副委員長案を示すことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、会期についてであります。５月１４日水曜日から、１６日金曜日までの

通算３日間というふうにさせていただきたいと思います。５月１４日水曜日に会期の決定、正副議

長選挙、市長提出議案の提案説明を受けることとなります。５月１５日木曜日は休会。これについ

ては、議案調査等のため休会となります。５月１６日金曜日でありますが、市長提出議案の審議、

常任委員会委員等の選任、監査委員の選任、議会運営委員会委員等の選任、特定事件の閉会中継続

調査付託、請願・陳情議案の閉会中継続審査の付託、このような内容となりますがよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 会期と日程については、そのように進めていきたいと思います。 

 それでは、その他、（１）議員出張旅費についてであります。３月４日の代表者会議におきまし

て、旭川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の旅費に関する部分につきましては、

当面、現状の旅費規定を適用し、令和８年４月１日から改正した内容で運用できるよう、継続して
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協議することを確認しているところでございます。今後の協議継続につきまして、中改選後の議会

運営委員会に申し送ることとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 （２）議会に係る手続のオンライン化についてでございます。令和６年２月２２日の議会運営委

員会で協議開始することとしておりましたオンライン委員会及び議会に係る手続のオンライン化の

うち、議会に係る手続のオンライン化につきましては、未着手であることから、今後の協議継続に

ついて、中改選後の議会運営委員会に申し送ることとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 （３）通告要旨の見直しについてであります。一般質問、代表質問及び大綱質疑につきましては、

現在、本会議で配付する通告要旨とは別に、通告項目一覧（速報版）を作成し、議会ホームページ

に掲載しているほか、グループウエアにより、全議員に配信しているところでございます。通告要

旨と速報版では、項目番号が相違しているほか、資料を統一し、作業の効率化を図るため、配付資

料「通告要旨の見直しについて（イメージ）」を配信していると思いますが、このとおり、現在の

通告要旨と速報版を統合するとともに、同じく配付資料「通告要旨に係る申合せの改正（案）新旧

対照表」のとおり、申合せを改正してはどうかと考えているところでございます。次回の議会運営

委員会において、その旨、協議をさせていただきたいと思いますので、各会派等に持ち帰り検討を

お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 そのように扱うこととさせていただきます。 

 それでは、本日予定をしておりました協議事項は以上となります。 

 次回の議会運営委員会の招集につきましては、５月１３日火曜日、午前１０時、口頭招集とさせ

ていただきます。 

 以上をもちまして、議会運営委員会を散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時１５分 


